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改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

（監査の区分） 

第５条 監査の区分は、定期監査及び臨時監査とする。 

２ 定期監査は、毎年実施する。 

３ 臨時監査は、総長が命じる事項又は監査を担当

する理事又は副学長（以下「担当理事等」という。）

が必要と認める事項について、随時実施する。 

 

第２章 監査の計画 

（監査年次計画書） 

第６条 担当理事等は、あらかじめ監査の基本方針、

監査項目、監査概要その他必要事項を記載した監

査年次計画書を作成し、総長の承認を得なければ

ならない。ただし、臨時監査については、この限り

ではない。また、監査年次計画書に重大な変更を行

う場合も同様とする。 

（監査実施計画書） 

第７条 担当理事等は、定期監査を実施するとき

は、前条の監査年次計画書に基づき、あらかじめ

監査実施計画書を作成しなければならない。 

２ 担当理事等は、臨時監査を実施するときは、あ

らかじめ監査実施計画書を作成し、総長の承認を

得なければならない。ただし、緊急でそのいとま

がない場合は口頭により承認を得ることができ

る。 

 

 

 

（中 略） 

（監査の通知） 

第１３条 担当理事等は、監査を実施するに当た

り、あらかじめ監査の対象部局等の長（全学教員

部にあっては、総長が指名する理事。以下同じ。）

に文書により通知する。ただし、緊急又は特に必

要と認められる場合は、口頭をもって通知するこ

とができる。 

（中 略） 

第４章 監査報告と措置 

（監査結果の報告） 

第１５条 担当理事等は、監査結果について監査報

告書を作成し、総長に報告する。ただし、監査の結

果、緊急を要すると認めた事項については、直ちに

口頭をもって報告する。 

 （後 略） 

 

 

（監査の区分） 

第５条 （同 左） 

２ 定期監査は、毎年度実施する。 

３ 臨時監査は、総長が命じる事項又は監査を担当

する理事若しくは副学長（以下「担当理事等」と

いう。）が必要と認める事項について、随時実施

する。 

第２章 監査の計画 

（監査年次計画書） 

第６条 担当理事等は、監査に当たっては、監査の基

本方針、監査項目、監査概要その他必要事項を記載

した監査年次計画書を年度毎に作成し、あらかじ

め総長の承認を得なければならない。ただし、当該

年度において、総長が承認した後に必要となった

臨時監査については、この限りではない。 

（監査実施計画書） 

第７条 担当理事等は、監査を実施するときは、あ

らかじめ監査実施計画書を作成しなければなら

ない。 

２ 前項の場合において、担当理事等は、前条ただ

し書の臨時監査を実施するときは、当該監査実施

計画書について、あらかじめ総長の承認を得なけ

ればならない。ただし、担当理事等が特に緊急を

要すると判断したとき等、あらかじめ総長の承認

を得ることが困難であるときは、当該臨時監査の

開始後速やかに、監査実施計画書について総長に

報告するものとする。 

 

（監査の通知） 

第１３条 担当理事等は、監査を実施するに当た

り、あらかじめ監査の対象部局等の長（全学教員

部にあっては、総長が指名する理事。以下同じ。）

に文書により通知する。ただし、担当理事等が特

に緊急を要すると判断したときは、この限りでは

ない。 

 

第４章 監査報告と措置 

（監査結果の報告） 

第１５条 担当理事等は、監査結果について監査報

告書を作成し、総長に報告する。ただし、監査の結

果、担当理事等が特に緊急を要すると判断した事

項については、あらかじめ口頭をもって報告する。 

 

   附 則 

 この規程は、令和３年１０月１２日から施行する。 

 

 


